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市
は
、
平
成
27
年
度
か
ら
10
年
間

の
市
政
運
営
の
基
本
的
な
指
針
と
な

る「
立
川
市
第
4
次
長
期
総
合
計
画
」

の
策
定
を
進
め
て
い
ま
す
。
策
定
に

当
た
り
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
の
意

見
を
反
映
し
、
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
市
民
会
議

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　
市
民
会
議
で
は
、
立
川
市
の
良
い

と
こ
ろ
・
悪
い
と
こ
ろ
、
課
題
、
10

年
後
の
目
標
像
な
ど
の
議
論
を
行
い
、

こ
の
た
び
、
市
長
に
中
間
報
告
書
を

手
渡
し
ま
し
た（
上
写
真
）。

国
民
健
康
保
険

70
歳
～
74
歳
の
方
の
医
療

機
関
で
の
窓
口
負
担
が
変
わ

り
ま
す

　
70
歳
〜
74
歳
の
方
の
医
療
機
関
で

の
窓
口
負
担
は
、
一
定
の
所
得
が
あ

る
方
を
除
き
、
法
律
上
2
割
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
国
の
特
例
措
置
で
こ

れ
ま
で
1
割
負
担
と
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
平
成
26
年
度
か
ら
、
こ
の
特
例

措
置
が
見
直
さ
れ
ま
す
。
見
直
し
に

当
た
っ
て
は
、
高
齢
の
方
の
生
活
に

大
き
な
影
響
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、
段
階
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

●
窓
口
負
担
が
2
割
に
変
わ
る
方　

平
成
26
年
4
月
2
日
以
降
に
70
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
る
方
。
窓
口
負
担
が

2
割
に
な
る
の
は
、
70
歳
の
誕
生
月

の
翌
月
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、
誕
生

日
が
各
月
1
日
の
方
は
誕
生
月
か
ら

（
例
　
平
成
26
年
4
月
2
日
〜
5
月

1
日
に
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方

任
意
継
続
の
健
康
保
険
を

脱
退
す
る
方
へ

　
退
職
後
、
任
意
継
続
を
し
て
い
る

健
康
保
険
を
脱
退
す
る
方
で
、
他
の

健
康
保
険
に
加
入
し
な
い
場
合
は
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
①
社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
②

印
鑑
③
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

顔
写
真
付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

等
を
持
っ
て（
③
は
い
ず
れ
か
1
点

で
可
。
お
持
ち
の
方
の
み
）、
保
険

年
金
課（
市
役
所
1
階
）か
窓
口
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン

タ
ー
1
階
）で
加
入
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
65
歳
未
満
の
方
で
厚
生
年

金
や
共
済
年
金
等
の
被
用
者
年
金
に

20
年
以
上
ま
た
は
40
歳
以
降
10
年
以

上
加
入
し
、
年
金
受
給
権
の
あ
る
方

は
、
国
民
健
康
保
険「
退
職
者
医
療

制
度
」で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
①
〜
③

４
月
１
日（
火
）か
ら
、
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
の
ご
相
談
は
納
税
課
が
担
当
し
ま
す
問
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線
１
３
９
０

　
中
間
報
告
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
す
る
と
と
も
に
市
政
情
報

コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
3
階
）・
各
地
域

学
習
館
・
各
市
立
図
書
館
等
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

●
市
民
会
議　

生
活
者
の
視
点
か
ら

立
川
市
の
現
状
と
課
題
を
明
ら
か
に

し
、
ま
ち
の
目
指
す
べ
き
姿
や
目
標

に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
提
言
と
し

て
取
り
ま
と
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。
構
成
は
市
民
の
方
と
市

職
員
の
計
78
人
で
す
。
平
成
25
年
8

月
か
ら
こ
れ
ま
で
、
9
回
開
催
さ
れ

ま
し
た（
下
写
真
）。
今
後
は
、
平
成

26
年
8
月
に
行
う
最
終
提
言
に
向
け

て
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
き
ま

す
。
今
後
の
会
議
日
程
は「
広
報
た

は
5
月
の
診
療
か
ら
2
割
負
担
）。

な
お
、
一
定
の
所
得
が
あ
る
方
は
、

こ
れ
ま
で
通
り
3
割
負
担
で
す
。

　
見
直
し
後
、
平
成
26
年
度
か
ら
70

歳
〜
74
歳
の
方
の
窓
口
負
担
は
、
左

表
の
通
り
で
す
。

　
窓
口
負
担
の
割
合
は
、「
高
齢
受

給
者
証
」に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

医
療
機
関
で
受
診
す
る
際
は
、
保
険

証
の
ほ
か
、「
高
齢
受
給
者
証
」を
窓

口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
方（
75
歳
以
上
の
方
）

の
窓
口
負
担
に
つ
い
て
は
、
変
更
あ

り
ま
せ
ん
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
2

国
民
健
康
保
険
の
新
し
い
高

齢
受
給
者
証
を
郵
送

　
既
に
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方
で
、
高
齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合

欄
に「
2
割（
平
成
26
年
3
月
31
日
ま

で
は
1
割
）」と
記
載
さ
れ
て
い
る
方

に
は「
2
割（
特
例
措
置
に
よ
り
1

割
）」と
記
載
し
た
新
し
い
受
給
者
証

を
自
宅
へ
郵
送
し
て
い
ま
す
。
4
月

1
日
以
降
は
新
し
い
受
給
者
証
を
お

使
い
く
だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
2

ち
か
わ
」ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
企
画
政
策
課
・
内
線
２
６
８
８
Fax

（
５
２
１
）２
６
５
３
ekikakuseis

aku@
city.tachikaw

a.lg.jp

第
４
次
長
期
総
合
計
画
検
討
市
民
会
議

中
間
報
告
ま
と
ま
る

の
ほ
か
に「
年
金
証
書
」を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
2

平
成
26
年
度（
土
地・家
屋
）

固
定
資
産
税・都
市
計
画
税

に
関
す
る
価
格
等
の
縦
覧

　
市
は
、
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
と

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
4

月
1
日（
火
）〜
6
月
2
日（
月
）〔
土

曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
〕に
行

い
ま
す
。
▽
対
象
者
＝
納
税
義
務
者

（
借
地
・
借
家
人
の
方
は
縦
覧
制
度

の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
対
象
資

産
の
記
載
事
項
の
閲
覧
は
で
き
ま
す
。

な
お
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
が
必

要
で
す
）▽
縦
覧
場
所
＝
課
税
課
土

地
係
・
家
屋
係（
市
役
所
1
階
）▽
縦

覧
に
必
要
な
も
の
＝
本
人
確
認
で
き

る
身
分
証
明
書
等（
代
理
人
の
方
は

委
任
状
も
必
要
で
す
）

●
課
税
資
産
明
細
書
を
発
送　

上
記

の
縦
覧
に
合
わ
せ
、
課
税
資
産
明
細

書
を
4
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
な

お
、
納
税
通
知
書
は
5
月
上
旬
に
郵

送
し
ま
す
。

●
審
査
の
申
し
出　

平
成
26
年
度
固

定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
土

地
・
家
屋
の
価
格
に
つ
い
て
不
服
が

あ
る
方
は
、
4
月
1
日（
火
）か
ら
納

税
通
知
書
の
交
付
を
受
け
た
日
以
後

60
日
ま
で
の
間
に
、
文
書
で
立
川
市

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
に
対
し
、

審
査
の
申
し
出
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

問
課
税
課
土
地
係
・
内
線
1
2
1
6
、

家
屋
係
・
内
線
1
2
2
1

職種 業務内容 受験資格 募集人員

土木技術 土木技術に関する業務
昭和59年4月2日以降の生まれで、
大学において土木技術関連科目を
履修した方

2人

建築技術 建築技術に関する業務
昭和59年4月2日以降の生まれで、
大学において建築技術関連科目を
履修した方

3人

電気技術 電気技術に関する業務
昭和59年4月2日以降の生まれで、
大学および高等専門学校において
電気技術関連科目を履修した方

5人

●一次試験　5月4日㈰
●申込方法　▶郵送＝簡易書留郵便で4月14日㈪〔消印有効〕までに行政
管理部人事課（〒190–8666泉町1156–9）へ▶持参＝4月15日㈫・16日㈬、
午前9時～午後5時に人事課（市役所2階）へ
※なお、平成27年4月以降に採用する一般事務職の募集については「広報た
ちかわ」5月25日号でお知らせする予定です。

平成26年度以降、70歳～74歳の方の窓口負担割合
区　分 対象者 窓口負担割合

下記以外
の方

平成26年4月1日以前に70歳の誕生
日を迎えた方
【誕生日が昭和19年4月1日以前の方】

１割

平成26年4月2日以降に70歳の誕生
日を迎える方
【誕生日が昭和19年4月2日以降の方】

２割

一定の所得
がある方

誕生日にかかわらず同一世帯に住民
税課税所得が145万円以上の70歳～
74歳の被保険者がいる方

３割

自由な雰囲気で意見を交わしています

　平成27年4月以降に採用する職員を募集します。職種や受験資格等は下
表の通り。くわしくは試験案内か、市ホームページをご覧ください。
●申込書・試験案内の配布　人事課（市役所2階）と窓口サービスセンタ
ー（女性総合センター1階）で、3月25日㈫から配布します（市ホームペー
ジからダウンロードも可）。	 問人事課・内線2573

6つの分科会ごとに目標像を市長に伝えました

平成27年４月以降採用 市職員を募集


